
 

 

平成２５年９月亀山市議会定例会 提出議案 

条例制定・改廃の背景及び趣旨 

 

 
                              頁 

議案第５５号 亀山市税条例の一部を改正する条例・・・・・・１ 

議案第５６号 亀山市国民健康保険税条例の一部を改正する 

条例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３ 

議案第５７号 亀山市営住宅条例の一部を改正する条例・・・・４ 
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件   名  
亀山市税条例の一部を改正する

条例  

財 務 部 

税 務 室 

 

１ 制定・改廃の背景と趣旨  

  地方税法の一部を改正する法律（平成２５年法律第３号）が平成２５年３

月３０日に公布され、同法による改正について、地方税法施行令の一部を改

正する政令（平成２５年政令第１７３号）及び地方税法施行規則の一部を改

正する省令（平成２５年総務省令第６６号）が６月１２日に公布されたこと

に伴い、所要の改正を行うものです。  

 

２ 改正内容  

（１）年金所得者に対する納税の便宜を図るとともに、市における税務業務の

効率化を図るため、個人住民税における公的年金からの特別徴収制度を次

のように見直します。     

ア 現行制度では他の市町村へ転出した場合は、公的年金からの特別徴収

を中止し、普通徴収に切り替えていますが、特別徴収を継続できるもの

とします。＜第４２条の２関係＞  

イ 年間の特別徴収税額を平準化させるため、仮徴収税額を前年度の年税

額の２分の１とします。＜第４２条の５関係＞  

（２）平成２８年１月１日以後、金融所得課税について損益通算の範囲が拡大

されるとともに、公社債等に対する課税制度が所得税及び地方税ともに見

直されることから、次のとおり規定の整備を行います。  

ア 「上場株式等に係る配当所得等」の分離課税について、特定公社債の

利子が対象に追加されたことに伴う規定の整備を行います。 ＜附則第

３０条の２関係＞  

イ 「株式等に係る譲渡所得等」の分離課税が「一般株式等に係る譲渡所

得等」の分離課税と「上場株式等に係る譲渡所得等」の分離課税とに区

分されたことに伴う規定の整備を行います。＜附則第１４条の３、附則

第３６条及び新附則第３６条の２関係＞  

ウ 「条約適用配当等」に係る分離課税について、特定公社債の利子等が

対象に追加されたことに伴う規定の整備を行います。＜附則第４２条の

２関係＞  
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（３）総務省自治税務局長からの通知において条例から削除することが望まし

いとされた、単に課税標準の計算の細目を定める規定を削除します。  

＜旧附則第３６条の２、旧附則第３７条、附則第３８条、附則３９条、附則

第３９条の２、附則第４０条、附則第４２条及び附則第４２条の３関係＞  

 

３ その他  

  施行日は、次のとおりとします。  

・２の（１）・・・平成２８年１０月１日  

・２の（２）及び（３）・・・平成２９年１月１日  

 

 

 

（参考） 

 

個人住民税の公的年金からの特別徴収制度の見直し：改正内容（１）イ関係 
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件   名  
亀山市国民健康保険税条例の一

部を改正する条例  

市民文化部 

保険年金室  

 

１   制定・改廃の背景と趣旨  

  地方税法の一部を改正する法律（平成２５年法律第３号）が平成２５年３

月３０日に公布され、同法による改正について、地方税法施行令の一部を改

正する政令（平成２５年政令第１７３号）及び地方税法施行規則の一部を改

正する省令（平成２５年総務省令第６６号）が６月１２日に公布されたこと

に伴い、所要の改正を行うものです。  

 

２ 改正内容  

（１）地方税法において東日本大震災に係る被災居住用財産の敷地に係る譲渡

期限を延長する長期譲渡所得の課税の特例規定について改正がされたこと

に伴い、引用条項の整備を行います。 ＜第１条中 附則第２１項関係＞  

（２）地方税法の改正により「上場株式等に係る配当所得等」の分離課税につ

いて、特定公社債の利子が対象に追加されたことに伴う規定の整備を行い

ます。               ＜第２条中 附則第７項関係＞  

（３）地方税法の改正により「株式等に係る譲渡所得等」の分離課税が「一般

株式等に係る譲渡所得等」の分離課税と「上場株式等に係る譲渡所得等」

の分離課税とに区分されたことに伴う規定の整備を行います。                    

＜第２条中 附則第１０項及び新附則第１１項関係＞  

（４）地方税法の一部を改正する法律による「租税条約等の実施に伴う所得税

法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」の改正により「条約適

用配当等」に係る分離課税について、特定公社債の利子等が対象に追加さ

れたことに伴う規定の整備を行います。＜第２条中 附則第１９項関係＞  

（５）総務省自治税務局長からの通知において条例から削除することが望まし

いとされた、単に課税標準の計算の細目を定める規定を削除します。  

＜第２条中 旧附則第１１項、附則第１２項、附則第１３項、附則第１５

項及び附則第２１項関係＞  

 

３ その他  

施行日は、２の（１）については平成２６年１月１日とし、２の（２）か

ら（５）までについては平成２９年１月１日とします。  
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件   名 
亀山市営住宅条例の一部を改正

する条例 

建 設 部 

建築住宅室 

 

１ 制定・改廃の背景と趣旨 

「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の一部を改正する

法律」（平成２５年法律第７２号）が平成２５年７月３日に公布されたことに

伴い、所要の改正を行うものです。 

また、現在、老朽化が著しい市営住宅については入居者の退去後に順次用途

を廃止していく方針としていることから、市営住宅の用途を廃止するため、所

要の改正を行うものです。 

 

２ 改正内容 

（１）「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」の適用対象が

拡大され、題名が改正されることから、条例で引用する法律名を「配偶者か

らの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」に改めます。＜第６条関係＞  

この改正により、配偶者からの暴力の被害者に加え、生活の本拠を共にす

る交際相手からの暴力の被害者についても、この条例で定める「特に居住の

安定を図る必要がある者」となります。 

（２）次のとおり市営住宅の用途を廃止します。  ＜別表第１関係＞ 

建築年度 名  称 用途廃止戸数（廃止後の戸数） 

昭和３０年度 亀田(落崎)住宅 １戸（０戸） 

昭和３６年度 野村住宅 １戸（４戸） 

昭和３８年度 亀田(尾崎)住宅 ３戸（６戸） 

 

３ その他 

施行日は、２の（１）については「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保

護に関する法律の一部を改正する法律」の施行の日（平成２６年１月３日）と

し、２の（２）については公布の日とします。 
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